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　大阪市立海洋博物館「なにわの海の時空館」では、開館10周年を迎えるのを機に館内の展
示物の更新を行い、この度リニューアルオープンしました！ 
　リニューアルの目玉は、インタラクティブシアター「WORLD WINDOW」。 “キャプテ
ンとなって…”では、客船やコンテナ船など外国航路の船長になって、大阪港から世界の海
への航海を、190インチの大画面３台に映し出される大迫力のCG映像で体験できます。航海
が終わると、船名の入ったオリジナルカードがもらえます。現在は、４種類の船を体験できますが、今後新たな船を追加していく予定です。 
　また、ガラスドーム壁面に設置された３面の大型液晶マルチビジョンには、大阪港を往来する様々な船舶が登場、船舶の知識や大阪港の
姉妹港の美しい風景が水平線を越えて映しだされます。この他にも、「海の映像館」にて２本の新作映像を上映するとともに、子どもが楽
しみながら展示に触れることができるハンズオンコーナー、海や船に関する写真やイラストが充実した子供向けの図書をおいたミニライブ
ラリー、キッズコーナーなど家族そろって楽しむことができるファミリーステーションを設置。新しくなった「時空館」にご家族そろって
お越しください！ 
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忘れていませんか?扶養の届出！ 忘れていませんか?扶養の届出！ 
　共済組合（健康保険）の被扶養者について、就職や結婚など、生計維持関係に変更があった場合は、
所属所（市長部局にあっては総務事務センター）を経由して当共済組合に届出をしていただく必要があ
ります。特に春は異動の多い季節ですので、忘れずに届出をお願いします。 
 
　共済組合（健康保険）の扶養認定の要件 

組合員と次の続柄の方で、主として組合員の収入により生計を維持している方が対象となります。 
◆別居でも被扶養者として認定される方（図の赤枠内の方） 
　　配偶者（内縁を含む）・子・父母・孫・祖父母・弟妹 
◆同居であれば被扶養者として認定される方 
　・上記以外の三親等内の親族 
　・組合員と内縁関係にある配偶者の父母及び子 
 

★被扶養者の範囲★ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 数字は親等をあらわしています。 
 

　次の条件に該当する方は、共済組合（健康保険）の被扶養者として認定されません。 

①共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である方。 
②組合員と他の親族に共同して扶養されている場合で、社会通念上、組合員が主たる生計維持者で
はないと判断される方。 
③年間収入が130万円以上の方。ただし、障害年金受給者や、60歳以上の公的年金受給者は180万円
以上の方。 

 上記の基準を基に、被扶養者として認定できるかを個々に判断することとなります。 

　退職や出生により、新たに被扶養者として家族を認定する申請を行う場合は、事実発生の日から30日
以内に届け出ることとなっています。 
　30日を経過してから届け出ると、所属所（市長部局にあっては総務事務センター）が申請書を受け付
けた日が扶養の認定日となってしまいますので、ご注意ください。 
　また、就職等により、被扶養者を減員する場合には、速やかに届出をいただきますよう、お願いします。 
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　ウサギとカメ　
　昼寝をしていたため、かけっこでカメさんに負けてしまったウサギさん。次は負けるものかと、次の

日から早速かけっこの特訓をはじめました。ところがその夜、ウサギさんの両足に痛みが！ 

「いてててて…。やっぱり、普段からなまけていたからかなぁ。筋肉痛になっちゃったよ。あ、そうい

えば、近所の整骨院でマッサージもやってるって言ってたなぁ。明日行ってみようかな。」 

　翌日、ウサギさんは近くの整骨院に行くことにしました。 

「すいません、ちょっと筋肉痛になっちゃって…。ここでマッサージしてもらえるって聞いたんですが、

お願いできますか？」 

「はい、大丈夫ですよ。ただ、健康保険は使えませんので、全額自費負担になりますが、かまいません

か？」 

「えっ？整骨院でも健康保険は使えるんじゃないんですか？」 

「整骨院で健康保険が使えるのは、急性の捻挫や打撲と、お医者さんが治療の同意をした脱臼、骨折だ

けなんです。それ以外は、全額自費負担になるんですよ。」 

「そうなんですね、じゃあ、自費負担でかまいませんので、お願いします。」 

　マッサージをしてもらって、すっかりウサギさんはリフレッシュ。おまけに、健康保険の知識も身に

ついて、まさに一石二鳥なのでした。 

　次はカメさんに勝てるといいですね、ウサギさん。めでたし、めでたし。 

 

 

★整骨院等で保険適用となるのは、次のような症状です 
・急性、亜急性で外傷性の捻挫、打撲、挫傷 

・医師が治療の同意をした脱臼、骨折（応急手当の場合を除く） 

★次のような場合は保険適用となりません。 
・日常生活による疲れや肩こり、スポーツなどによる筋肉疲労や筋肉痛の場合 

・打撲、捻挫、挫傷で同一部位の治療を外科、内科、整形外科等で受けながら、同時に整骨院

等にもかかっている場合 

・打撲、捻挫が治った後の漫然とした施術、マッサージ代わりの利用の場合 

・特に症状の改善がみられない長期にわたる漫然とした施術の場合 

・仕事上や通勤途上におきた負傷の場合 
 

★医療費支給の適正化にご協力を!★
 

　当共済組合では、治療内容の確認のため、整骨院等で受診されたみなさんに照会文書を送付していま

す。（照会文書の発送には、一定の基準を設けており、整骨院等にかかった方全員に送付しているわけ

ではありません。）みなさんからいただいた回答は、整骨院等から当共済組合への請求書の内容確認の

ために利用しています。適正に医療費を支給するため、照会文書の回答にご協力をよろしくお願いしま

す。 

　なお、平成22年度については、照会文書の送付を、当共済組合が内容を把握したうえ、次の業者に委

託しています。 

ディアシステム株式会社　問合せＴＥＬ：050-3537-8266

ホケンむかし話　～整骨院等にかかるときの注意事項～ ホケンむかし話　～整骨院等にかかるときの注意事項～ 
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第三者行為について 第三者行為について 
　交通事故やけんかなど、第三者から受けた行為によりかかった治療費は、本来加害者が負担するのが

原則です。 

　しかし、治療費の損害賠償請求をするための示談が長引くと、一時的に組合員が治療費の全額を負担

しなければならなくなってしまいます。その負担を軽減するため、事故等の原因が業務上や通勤災害に

よるものでなければ、健康保険を使って治療を受けることができます。 

　ただし、このような場合、加害者へ損害賠償請求をする治療費を共済組合が立て替えて支払うことと

なりますので、「損害賠償申告書」を共済組合へ提出いただくことにより、組合員が第三者に対して有

している損害賠償請求権を共済組合へ譲渡していただくことになります。（共済組合が損害賠償請求権

を取得するのは、共済組合負担割合分のみです。自己負担額分は、組合員自身で損害賠償請求すること

となります。組合員の代わりに、共済組合が治療費の全額を損害賠償請求する制度ではありませんので

ご注意ください。） 

　このほか、「事故発生状況報告書」や交通事故の際に警察から発行してもらう事ができる「交通事故

証明書」を共済組合へ提出していただく必要があります。 

　なお、示談終了後の治療については、共済組合が損害賠償請求権を取得できなくなるため、症状が固

定したときや、示談に入る前には、必ず当共済組合へご連絡いただきますようお願いします。 
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①「損害賠償申告書」・「事故発生状況報告書」・「交通事故証明書」提出 

（損害賠償請求権の譲渡） 

③症状固定等の報告 

④自己負担額分請求 
　　　　　（示談） 

②治療 ⑤損害賠償請求 

【組合員】 

【医療機関】 

【共済組合】 

【相手方】 
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　当共済組合では、お住まいの自治体で発行される、『医療費助成制度の医療証』をお持ちの方の情報

を登録、管理しています。『医療費助成制度の医療証』の交付を受けられた方は、当共済組合にご連絡

ください。 

 
●どんな医療費助成制度が連絡の対象になるの？●

　各自治体で行っている、次の医療費助成を受けている方は、当共済組合にご連絡ください。 

　・乳幼児医療費助成制度（こども医療助成制度） 

　・重度障害者医療費助成制度 

　・ひとり親家庭医療費助成制度 

　・小児ぜん息等医療費助成制度 

　・一部負担金相当額等一部助成制度 

　・その他、自治体で実施している医療費助成制度 

 
●どうして共済組合に連絡しなくてはいけないの？●

　当共済組合では、組合員や扶養家族の方が医療機関で受診した際の窓口負担額が一定額を越えた場合、

「高額療養費」や「附加給付金」として還付金を支払っています。 

　還付金の額は、医療機関からの請求明細書（レセプトといいます）に基づき算定していますが、レセ

プトには一部を除き、医療費助成を受けているかどうかの記載がありません。そのため、みなさんから、

医療費助成を受けている旨の連絡がない場合、実際に窓口で支払った額が、保険の基準どおり（3割負

担）の金額なのか、医療費助成の適用を受けて軽減された金額で支払っているのかが分からなくなって

しまいます。 

　医療費助成を受けている旨の連絡がない場合、高額な医療費がかかった際にも、保険の基準どおりの

金額を窓口で負担しているとして還付金を算定せざるを得ず、結果として、必要以上に還付金を支払っ

てしまうことになります。 

　当然、過剰にお支払いした還付金は、後ほど返還していただくことになります。そういった返還の手

間を防ぐため、医療費助成を受けることになった場合は必ず当共済組合にご連絡ください。 

 

～大阪府下にお住まいの方へ～ 
　現在、大阪府下にお住まいの方については、「小児ぜん息等医療費助成制度」以外の医療費助成制度

に該当していればレセプトに記載されるようになっています。そのため「小児ぜん息等医療費助成制度」

に該当した場合のみ当共済組合にご連絡ください。 

 

当共済組合に医療証の内容をご連絡いただく際には 
 

　医療証のコピーをとり、その余白に組合員の職員番号と氏名を記入して、当共済組合医療給付係に送

付してください。 

　また、医療証の内容に変更があった場合や、引っ越し等でお住まいの市町村が変わられた場合もお手

数ですが、その都度、当共済組合にご連絡ください。 

医療費の助成を受けているみなさんへ 医療費の助成を受けているみなさんへ 
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平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方 
支給割合 

休 業 中 支 給  
6 月 後 支 給  
合 計  

50/100 
支給なし 
50/100

平成22年3月31日以前に育児休業を開始した方 
支給割合 

休 業 中 支 給  
6 月 後 支 給  
合 計  

30/100 
20/100 
50/100

育児休業手当金の支給期間の延長についてワンポイント

アドバイス
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療
給
付
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　組合員が育児休業を取得すると、その子が１歳に達する日までに取得した育児休業期間について、育
児休業手当金が支給されます。 
◆支給額は？ 
　　支給額は、１日あたり『給料日額×50/100（※）×1.25』です。 
　　（※支給割合は、本来は40/100ですが、当分の間は暫定措置として50/100となっています。） 
◆支給時期は？ 
　　支給時期は、1ヶ月分をまとめて翌月24日に支給します。 
◆支給方法は？ 
　　育児休業の開始時期によって、次のとおり支給方法に違いがあります。 
 
 
 
 
 
 
※6月後支給について 
　平成22年3月31日以前に育児休業を開始した方につきましては、育児休業手当金支給期間中に育児休業手当
金の一部分（30/100）のみを毎月支給し、受給終了から6ヶ月経過後に、残り分（20/100）を一括して支給します。 
　受給終了から6ヶ月経過後に、在職していない場合は、一括分の支給はありませんので、ご注意ください。 
　平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方につきましては、育児休業手当金支給期間中に育児休業
手当金の全額（50/100）を毎月支給しますので、6月後支給はありません。 

◆請求方法は？ 
　「育児休業手当金請求書／育児休業掛金免除申出書」に育児休業承認書の写しを添付し、各所属所
（市長部局にあっては総務事務センター）に提出してください。前述の書類を提出することで、育児
休業手当金支給対象全期間の請求となりますので、毎月の請求は不要です。 
 
 

育児休業手当金の支給期間の延長について
 
　一定の条件を満たしていれば、子が１歳６か月に達する日まで延長が可能です。 

◆支給条件は？　 
①育児休業の対象となる子の１歳の誕生日前日までに、保育所への入所申請手続きをしたが、入所で
きなかったとき 
②１歳以降、育児休業の対象となる子の養育を行う予定であった配偶者が次の理由により、当該子の
養育ができなくなり、組合員が育児休業期間を延長したとき 
イ　死亡したとき 
ロ　病気やケガにより育児休業に係る子の養育ができなくなったとき 
ハ　離婚等により、配偶者が育児休業に係る子と同居しなくなったとき 
二　６週間（多胎妊娠にあっては、14週間）以内に出産する予定であるかまたは産後８週間を経過
しないとき 

◆請求方法は？ 
　「育児休業手当金支給対象期間延長申出書」と「育児休業手当金変更請求書／育児休業掛金免除変
更申出書」に、次の書類を添付し、各所属所（市長部局にあっては総務事務センター）に提出してく
ださい。 
上記の条件①に該当する場合 
　＊保育所入所不承諾（保留）通知書等、保育所の入所に関する市区町村長の証明書 
　　（保育所等への電話確認だけでなく、必ず書面の提出が必要になります。） 
上記の条件②に該当する場合 
　＊母子健康手帳の写し　　＊世帯全員の住民票の写し（イまたはハに該当する場合） 
　＊医師の診断書等（ロに該当する場合）　　＊その他、必要と判断する書類 

短期給付のツボ！ ～育児休業手当金～ vol.4

ワンポイント

アドバイス

休業中 
全額支給に変更 
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児休業手当金が支給されます。 
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　組合員が育児休業を取得すると、その子が
児休業手当金が支給されます。 
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金の一部分
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のみを毎月支給し、
　平成22年3月31日以前に育児休業を開始した方につき
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（50/100）
　平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方につき
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を毎月支給しますので、
　平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方につき
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ま

6月後支給はありません。
　平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方につき

6月後支給はありません。
しては、

6月後支給はありません。
しては、

6月後支給はありません。
しては、

6月後支給はありません。
しては、

6月後支給はありません。
しては、育児休業手当金支給期間中に育児休業

6月後支給はありません。
しては、

6月後支給はありません。
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表１　受給資格期間の特例 

年
金
給
付
係 

（
6
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　特例による退職共済年金は、次の「受給資格
期間」と「支給開始年齢」の両方を満たした場
合に支給されます。               
               

1　受給資格期間  
                             
　次のどちらかに該当する必要があります。          
①　共済組合の組合員期間が25年（※）以上               
 
②　共済組合の組合員期間（1年以上）と厚生
年金保険等や国民年金の加入期間の合計が
25年（※）以上 

 
　※　国民年金の加入期間を含まない場合は、生年月日に応じ、表１の年数になります。 
 

2　支給開始年齢  
 
　支給開始年齢については、表2の給料比例部分支給開始年齢から共済年金（給料比例部分）が
支給され、満額支給開始年齢から、共済年金（定額部分）もしくは老齢基礎年金が加算されま
す。 
　ただし、昭和36年4月1日以前生まれの人で、障害等級3級以上の障害の状態にある人または組
合員期間が44年以上ある人については、表2の給料比例部分支給開始年齢から共済年金（定額部
分）が加算されます。                            
　65歳から支給される老齢基礎年金については、退職共済年金とは別に日本年金機構から支給
されます。 

表２　退職共済年金の支給開始年齢 

生　　年　　月　　日 

昭和27年4月1日以前 

昭和27年4月2日～28年4月1日 

昭和28年4月2日～29年4月1日 

昭和29年4月2日～30年4月1日 

昭和30年4月2日～31年4月1日 

昭和31年4月2日以後 

年数 

20年 

21年 

22年 

23年 

24年 

25年 

生 年 月 日  給料比例部分 支給開始年齢 
満 額 支 給  
開 始 年 齢  退 職 共 済 年 金 の イ メ ー ジ 図   

昭18.4.2～20.4.1 

昭20.4.2～22.4.1 

昭22.4.2～24.4.1 

昭24.4.2～28.4.1 

昭28.4.2～30.4.1 

昭30.4.2～32.4.1 

昭32.4.2～34.4.1 

昭34.4.2～36.4.1 

昭36.4.2～ 

60歳 

60歳 

60歳 

60歳 

61歳 

62歳 

63歳 

64歳 

65歳 

62歳 

63歳 

64歳 

65歳 

65歳 

65歳 

65歳 

65歳 

65歳 

　　　共済年金（給料比例部分）　　　　本来の退職共済年金　　　　共済年金（定額部分）　　　　老齢基礎年金 
※　なお特定消防職員の方は、上記表の生年月日より6年遅れのスケジュールとなります。  

特例による退職共済年金の支給について 特例による退職共済年金の支給について 
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インターネットを利用した年金見込額等の閲覧について インターネットを利用した年金見込額等の閲覧について 
 組合員及び元組合員の方（60歳以上の方、退職共済年金の年金受給権者を除く）は、ご自宅のパソコ

ン等からインターネットを利用して、ご自身の公務員共済年金期間、給料及び期末手当等の記録、将来

の退職共済年金の見込額等をご覧いただくことができます。 

 ご利用にあたっては、「地共済年金情報Ｗｅｂサイト」にアクセスし、事前にＩＤ・パスワードの取

得をしていただく必要があります。 

　ご利用を希望される方は、次の要領により手続きを行ってください。 

 
　Ｗｅｂサイトにアクセスする前に

　職員番号及び基礎年金番号をご確認ください。 

 
　Ｗｅｂサイトにアクセスする

 

 

「地共済年金情報Ｗｅｂサイト」

�����://���.������������.�/��� ����/������� �	�/
 

 
　パスワードを取得する

　「はじめてご利用される方（ご利用申込みはこちら）」をクリックし、画面の指示に従い、ＩＤ・

パスワード取得申請を行ってください。概ね１～２ヶ月程度でユーザーＩＤ・パスワード通知書がご

指定の住所に郵送されます。 

※すでにＩＤ・パスワードを取得されている方は、「既にユーザーＩＤをお持ちの方（ログインはこ

ちら）」をクリックし、画面の指示に従い、年金見込額等をご覧ください。 

 
　ＩＤ・パスワード通知書が届いたら

　再度、「地共済年金情報Ｗｅｂサイト」へアクセスし、「既にユーザーＩＤをお持ちの方（ログイ

ンはこちら）」をクリックし、画面の指示に従い、年金見込額等をご覧ください。 

 
 
■ご注意点■ 

・ユーザーＩＤ・パスワードは、申請時に入力していただいた情報と当共済組合の保有情報が一致し

た場合のみ発行します。 

・「地共済年金情報Ｗｅｂサイト」の利用可能時間は６時から24時です。 

・基礎年金番号が当共済組合に登録されていない方や氏名変更・住所変更の届出を行っていない方は、

本サービスを利用できない場合があります。該当される場合は、当共済組合までご連絡ください。 

・基礎年金番号が変更となった場合や組合員の方が退職した場合、ユーザーＩＤ・パスワードは失効

となりますので、再度、ユーザーＩＤ・パスワードの申請手続きを行っていただく必要があります。 
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広告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 



広告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 



広告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 



広告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 



広告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 
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共済組合だより第63号 
平成22年 6 月発行 

 
大阪市職員共済組合 
大阪市北区中之島1-3-20 
（大阪市役所内） 

電話：庶　務　係  
 
　　　医療給付係  
　　　年金給付係  
　　　事　業　係  
 
URL：http://www.city-osaka-kyosai.or.jp/

コスモスクエア海浜緑地から望む夕景 

「WORLD WINDOW」“水平線の彼方へ…” 

「なにわの海の時空館」周辺は、コスモスクエア海浜緑地として

芝生広場や遊歩道が整備されており、自由に散策できます。プロ

ムナードからは、大型貨物船が目の前を通過していく光景や大阪

湾に沈む夕日が、また、海遊館や観覧車ごしに高層ビル群の風景

が望めるなど開放感たっぷりの緑地となっています。 

　今回のリニューアルでは、緑地からも自由に入場していただけ

るエントランス棟に、「アンクル船長のギャラリー」として、ア

ンクルトリスのＣＭで一世を風靡したイラストレーター柳原良平

さんが世界各地から収集した船のコレクションや自作絵画等を展

示するコーナーもオープン。こちらのエントランス棟には、飲料

等の自動販売機や自由に休憩していただける場所もございますの

で、お気軽にお立ち寄りください。 

 

大阪市立海洋博物館「なにわの海の時空館」 
　住　所：大阪市住之江区南港北2丁目5番20号 

　ＴＥＬ：06-4703-2900　　U R L：http://www.jikukan.or.jp/ 

　地下鉄中央線「コスモスクエア駅」駅下車　又は 

　ニュートラム「トレードセンター前」駅下車 

　【入館料】中学生以下無料、大人600円　【休館日】月曜日 

　【開館時間】10時から17時　※夏季は19時まで開館時間延長 

開館１０周年記念イベントを今夏実施予定！




